
 

当院では下記の事項について、厚生労働省地方厚生局に 

施設基準に適合している旨の届出を行っています 

 

＜１＞初診料の注１ 

当院は、口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた

洗浄・滅菌処理を徹底するなど十分な院内感染防止対策を講じています。 

 

＜２＞歯科外来診療医療安全対策加算１ 

１）当医院では、安全な治療を行う為、また緊急の際に必要な以下の機器を設置しています。   

・自動体外式除細動器(AED)   ・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)   

・酸素ボンベ及び酸素マスク  ・血圧計   

・救急蘇生キット  

２）歯科用吸引装置：口腔内で使用する医療機器は患者さんごとに交換し、使用後は 専用の機器

を 用いて洗浄・滅菌処理を徹底して行っております。   

３）医療安全管理委員会を月に 1 度開催し、医療事故につながりかねないヒヤリハットの報告等

を行 い、常に安全で安心できる医療を行えるように努めております。   

４）万が一に備え、次の近隣医療機関と連携しております。  

高崎総合医療センター TEL027-322-5901  

＜３＞歯科治療時医療管理料 および 在宅患者歯科治療時医療管理料 

外来および在宅において、高血圧や糖尿病などの疾患をお持ちの患者さんの歯科治療にあた

り、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができま

す。 

 

＜４＞口腔管理体制強化加算（前 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所） 

当院では＜２＞を満たしており、かつ、歯周病安定期治療および、エナメル質初期う蝕管理、口

腔機能発達不全症、または口腔機能低下症の管理、歯科訪問診療を行なっている。また、以下の

項目のうち、 3 つ以上に該当している。 （カタカナは施設基準の項目から抜粋） 

ア 過去 1年間に、居宅療養管理指導を提供した実 績があること。  

カ 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。 

ク 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修 を受講していること。  

コ 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。 

サ 学校歯科医等に就任していること。 

シ 過去 1年間に、歯科診療特別対応加算 1を算定した実績がある。 

 

 



 

＜５＞在宅療養支援歯科診療所 1   

在宅等の療養に関して 歯科医療面から支援できる体制等を確保している。 

ア 過去 1年間に歯科訪問診療 1を合計 18 回以上行なっている。 

イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時

対 応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師 が 1名以上配置されている。 

 

＜６＞歯科訪問診療料の注１５に規定する基準 

 在宅で療養している患者さんへの訪問診療を行っています。 なお、当院は、訪問診療を専門

とする医療機関ではありません。 

 

＜７＞外来後発医薬品使用体制加算  

後発医薬品の推進を図っています。 

 

＜８＞歯科口腔リハビリテーション料２ 

顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影（ＭＲＩ撮影）機器を設

置している病院と連携が図られている。 

 

＜９＞ＣＡＤ／ＣＡＭ冠およびＣＡＤ／ＣＡＭインレー 

コンピュータ支援設計・製造ユニット（ＣＡＤ／ＣＡＭ）を用いて歯冠やインレーを作製し、

補綴治療を行っています。※金属アレルギーの患者さんはご相談下さい。 

 

＜１０＞クラウン・ブリッジ維持管理料 

当院で作製した金属の冠やブリッジについて、２年間の維持管理料を行っています。 

 

＜１１＞歯科矯正診断料 

歯科矯正セファログラムが行える機器を備えており、歯科矯正治療の経験を５年以上有する専任

の歯科医師が常勤している。 

 

＜１２＞顎口腔機能診断料 

下顎運動検査、歯科矯正セファログラム及び咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えており、歯科

矯正治療を専任する歯科医師および歯科衛生士がそれぞれ１名以上が常勤している。また、顎離

断等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する診療科

又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されている。 

 

＜１３＞医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用について（電子的保健医療情

報活用） 

当医院では、医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報

を取得しており、それを活用して診療を行っている。 

（１）電子レセプト・オンライン請求を実施している。 

（２）オンライン資格確認体制を整えている。 

（３）電子資格確認システムを通じて取得した診療情報を、歯科医師が診療室で閲覧・活用で

きる体制を整えている。 

 

 [2024 年 6月 1日時点において] 

医療法人順風会 田中歯科医院 


